
 

政府職員失業者退職手当の追加給付について 

 

【令和６年６月３０日時点】大阪労働局 

 

毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切

な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心

よりお詫び申し上げます。 

毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行ってい

たことによる政府職員失業者退職手当（国家公務員退職手当法（昭和 28 年法律第 182 号）

に基づく失業者の退職手当。以下「失業者の退職手当」という。）の追加のお支払いを実施

しております。 

 

１ 追加給付の対象者 

平成 16 年８月１日以降、平成 31 年３月 17 日までに失業者の退職手当を受給した方 

   ※受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。 

２ 追加給付の進め方 

ⅰ 失業者の退職手当を支給したハローワークで保存している書類により追加のお支払

いの対象となることが確認できた方に対し、順次「お知らせ」等を送付します。 

ⅱ お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、失業者の



退職手当の支給を受けたハローワークあてにご返送ください。 

ⅲ 失業者の退職手当を支給したハローワークにて「返答書」を受け取り、ご返答の確

認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。 

・上記１「追加給付の対象者」に該当している方については、まずは「お知らせ」の送 

付をお待ちください。 

 

＜ご注意下さい！＞ 

○ 上記「お知らせ」は、失業者の退職手当の支給を受けたハローワークから郵便物に        

より送付します。 

○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください（発送の進捗

状況については、随時このページでご案内してまいります）。 

○ 本件に関して、都道府県労働局、失業者の退職手当の支給を受けたハローワーク以外

から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問が

あった場合は、ご注意ください。 

○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。 

○ 不審な電話等がありましたら、失業者の退職手当の支給を受けていたハローワーク又

は当該ハローワークを管轄する都道府県労働局にご確認ください。 

 



３ 追加給付の進捗状況 

・ 確認された失業者の退職手当の追加給付対象者数： ５６１名 

・ 令和元年１１月２８日 追加給付の対象となることが確認できた方へ、「お知らせ」

の送付を開始いたしました。 

・ 令和２年１１月をもって、住所確認を行うことができたすべての方へ「お

知らせ」の送付を完了しております。 

 ※ 上記１「追加給付の対象者」に該当するお心当たりがあるにも関わらず、

「お知らせ」が届かない場合は、失業者の退職手当の支給を受けていたハロ

ーワークへお申し出をお願いします。 

・ 追加給付のお支払い等を完了した人数： ４２８名 

 

【お問い合わせ先】   

ハローワーク梅田   TEL:06-6344-8609(部門コード 11#) 

(旧：ワークプラザうめだ) 

ハローワーク大阪東  TEL:06-6942-4771(部門コード 11#) 

ハローワーク大阪西  TEL:06-6582-5271(部門コード 11#) 

ハローワーク阿倍野  TEL:06-4399-6007(部門コード 11#) 

ハローワーク淀川   TEL:06-6302-4771(部門コード 11#) 



ハローワーク堺    TEL:072-238-8301(部門コード 11#) 

ハローワーク布施   TEL:06-6782-4221(部門コード 11#) 

ハローワーク岸和田  TEL:072-431-5541(部門コード 11#) 

ハローワーク池田   TEL:072-751-2595(部門コード 11#) 

ハローワーク泉大津  TEL:0725-32-5181(部門コード 11#) 

ハローワーク藤井寺  TEL:072-955-2570(部門コード 11#) 

(旧：ハローワーク河内柏原) 

 

ハローワーク枚方   TEL:072-841-3363(部門コード 11#) 

ハローワーク泉佐野  TEL:072-463-0565(部門コード 11#) 

ハローワーク茨木   TEL:072-623-2551(部門コード 11#) 

ハローワーク河内長野 TEL:0721-53-3081(部門コード 11#) 

ハローワーク門真   TEL:06-6906-6831(部門コード 11#) 

 

大阪労働局      TEL:06-4790-6320 


